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 妊婦さん・乳幼児の保護者の方へお知らせ 

 

妊婦さんへ                                                           
                                                                             
   お手持ちの妊婦健康診査受診票は使用できません。必ず，呉市が発行する受診票

と交換したのちに受診してください。 

  つぎの受診票等を発行します。未使用の受診票と母子健康手帳をご持参ください。 
                                                                             
① 妊婦一般健康診査補助券   

② 妊婦歯科健康診査受診券     

③ 産婦健康診査補助券      

④ 新生児聴覚検査補助券     

                                                                           

乳幼児の保護者の方へ                                               
                                                                             
  乳幼児健康診査，予防接種，育児相談室等のご案内をします。 

 １歳６か月児健康診査，３歳児健康診査及び 5 歳児健康診査は，個別に通知をして

います。 

また，１か月児健康診査は県内の協力医療機関，３～４か月児健康診査及び乳児後

期健康診査は市内の協力医療機関で行っていますので，上記の受診票を保健センター

または保健出張所まで取りにお越しください。 

※保健センターまたは保健出張所への来所が難しいときは，電話でご相談ください。 

 

 

   

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 呉市保健所 地域保健課 

西保健センター  呉市和庄 1 丁目 2-13 すこやかセンターくれ 3 階 （0823-25-3542） 

東保健センター  呉市広古新開 2 丁目 1-3 広市民センター2 階 （0823-71-9176） 

 音戸保健出張所  呉市音戸町南隠渡 1 丁目 7-1 音戸市民センター内 （0823-50-0615） 

 倉橋保健出張所  呉市倉橋町 431 倉橋市民センター内 （0823-53-1115） 

 川尻保健出張所  呉市川尻町東 2 丁目 3-23 （0823-87-6130） 

 安浦保健出張所  呉市安浦町中央 3 丁目 3-2 （0823-70-6061） 

 安芸灘保健出張所 呉市蒲刈町宮盛 1-2 蒲刈市民センター内 （0823-70-7181） 
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⑤ １か月児健康診査受診票 

⑥ ３～４か月児健康診査受診票 

⑦ 乳児後期健康診査受診票 

⑧ 出生連絡票 QR コード  など 

 

 ※保健出張所で手続きをする際は，事前に連絡の上，来所してください。 

 

 

呉市のホームページに 

子育て情報が掲載されています。 

 妊婦のための支援給付金の手続きはお済みですか？ 

下記の問合せ先で手続きができます。 


